
訪問リハビリテーションの指定更新について 
 

令和６年度の制度改正に伴い、令和６年６月１日以降の訪問リハビリテーシ

ョンに係る指定の有効期間の満了の日に、現に介護保険法による許可を受けて

いる介護老人保健施設又は介護医療院（以下「介護老人保健施設等」という。）

の開設者（訪問リハビリテーショに係る指定を受けているものに限る。）につ

いては、訪問リハビリテーションに係る指定の有効期間の満了の日の翌日に、

当該介護老人保健施設等により行われる訪問リハビリテーションに係る指定

があったものとみなされます。 

このため、指定に当たっては、指定更新手続きは不要ですが、指定の更新を

希望されない場合は、指定の有効期間の満了の日までに、「指定更新が不要で

ある旨の申出書」（以下「申出書」という。）を本県に提出してください。 

申出書の様式及び提出先については、下記ページをご参照ください。 

 

≪様式掲載場所≫ 

介護情報サービスかながわ 

→ 文書/カテゴリ検索 

→４．指定（許可）更新 

→１．指定更新関係※介護老人保健施設及び介護医療院以外【在宅サービス G、福祉

施設 G、保健・居住施設 G】 

https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=5&id=216 

≪提出先≫ 

 〒２３１－８５８８  横浜市中区日本大通１ 

 神奈川県庁 高齢福祉課 在宅サービスグループ 

 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課 

          在宅サービスグループ 

https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=5&id=216

